
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験

幼
稚
園
教
諭
二
種
免
許
状

第
九
条
第
一
項
の
表
中 「

小
学
校
教
員
資
格
認
定
試
験
、
高
等
学
校
教
員
資

格
認
定
試
験
又
は
特
別
支
援
学
校
教
員
資
格
認
定

試
験

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験

五
千
六
百
円

七
千
六
百
円

」

を
「
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験

小
学
校
教
員
資
格
認
定
試
験
、
高
等
学
校
教
員
資

格
認
定
試
験
又
は
特
別
支
援
学
校
教
員
資
格
認
定

試
験

七
千
六
百
円

五
千
六
百
円

」
に
改
め
る
。

平成˜ 年˜™月™œ日 火曜日 (号外第™ š号)官 報

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
八
条
及
び
第
九
条
」
を
「
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
」
に
改
め
る
。

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
八
十
五
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
百
三
条
」
に
改
め
る
。

（
幼
稚
園
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

幼
稚
園
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
教
諭
一
人
を
」
を
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
（
次
項
に
お
い
て
「
教
諭
等
」
と
い

う
。）を
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
教
諭
」
を
「
教
諭
等
」
に
、「
教
頭
」
を
「
副
園
長
又
は
教
頭
」

に
改
め
、「
こ
れ
に
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
置
く
教
諭
」
を
「
置
く
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
」
に
、「
教

頭
」
を
「
副
園
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
に
、「
一
人
を
」
を
「
を
一
人
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
幼
稚
園
に
は
」
の
下
に
「
、
養
護
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
」
を
加
え
る
。

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「「（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
新
法
第
四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
学
校
教
育
法
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
教
頭
」
を
「
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
第
六
十
三
条
の
三
」
を
「
第
九
十
七
条
」
に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
百
七
条
」
を
「
附
則
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
~
１
中
「第

107条

」
を
「附

則
第
９
条

」
に
改
め
る
。

（
就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
文
部
省
令
第
三
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
（
法
第
三
十
九
条
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を「
第
十
八
条
」

に
、「
子
女
」
を
「
子
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
六
十
三
条
」
を
「
第
九
十
五
条
」
に
改
め
る
。

（
学
校
法
人
会
計
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

学
校
法
人
会
計
基
準
（
昭
和
四
十
六
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
百
三
条
」
に
改
め
る
。

（
教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

教
員
資
格
認
定
試
験
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
令
第
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
の
項
を
削
り
、
同
表
小
学
校
教
員
資
格
認
定
試
験
の
項
の
前
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

第
三
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
資

格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
か
つ
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
六
条
各
号

の
一
に
該
当
す
る
者
で
、
受
験
し
よ
う
と
す
る
幼
稚
園
教
員
資
格
認
定
試
験
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
四

月
一
日
に
お
け
る
年
齢
が
満
二
十
歳
以
上
の
も
の

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
十
八
条
各
号
」
を
「
第
二
十
三
条
各
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七

十
八
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

（
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

学
校
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
児
童
、
生
徒
、
学
生
及
び
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
」
に
改
め
る
。

第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
の
健
康
診
断

第
三
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
六
項
中
「
た
だ
し
」
の
下
に
「
、
幼
稚
園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）の
全
幼
児
」
を
加
え
、「
、
大
学
の
全
学
生
並
び
に
幼
稚
園
（
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
全
幼
児
」
を
「
並
び
に
大
学
の
全
学
生
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行

う
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
、
生
徒
、
学
生
又
は
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学

生
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
児
童
、
生
徒
又
は
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
」
に
、「
第
二
十
二
条
第
一
項
」を「
第

十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、「
児
童
、
生
徒
、
学
生
又
は
幼
児
」
を
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は

学
生
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
四
号
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
中
「
児
童
、
生
徒
、学
生
又
は
幼
児
」

を
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
~
４
中
「栄

養
状
況

」
を
「栄

養
状
態

」
に
改
め
、
同
様
式
~
14
中
「事

後
処
置

」
を「事

後
措
置

」

に
改
め
る
。

（
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第

二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
の
十
」
を
「
第
七
十
一
条
」
に
改
め
る
。
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